
１　通常規模型通所介護事業者（法人）の概要

２　事業所の概要
　（１）　事業所名称及び事業所番号

　（２）　事業所の職員体制

　（３）　職員の勤務体制

　（４）　事業の実施地域

　（５）　営業日

※送迎対応時間は、８：３０～１７：３０とします。

３　サービスの内容及び費用
　（１）　介護保険給付対象サービス

ア　サービス内容
種　類 内　　　　　容

食 事
食事（昼食及び延長加算算定時の朝食、夕食）を提供します。

生活相談員
サービス提供時間と同時間数勤務 ローテーション

による９：００～１７：００

介 護 職 員
サービス提供時間内に勤務 ローテーション

による９：００～１７：００

サ ー ビ ス 提 供 時 間

機能訓練指導員
サービス提供時間内に勤務 ローテーション

による９：００～１７：００

看護職員(医療連携)
サービス提供時間内に勤務 ローテーション

による９：００～１７：００

事業の実施地域 鶴ヶ島市、坂戸市    

営 業 日
営 業 時 間 ８時００分～１８時００分

月曜日～土曜日（祝日を含む）

９時００分～１７時００分

健康管理・その他介護業務等

従業者の職種 勤　務　体　制 休　暇

管　理　者
サービス提供時間内に常勤で勤務 ローテーション

による９：００～１７：００

看護職員 １ １

介護全般
機能訓練指導員 ３ ３ 機能回復訓練等
介 護 職 員 ５ ２ １ ２

事業所の管理
生活相談員 ４ ２ ２ 相談・生活指導等

（人） （人） （人）
管　理　者 １ １

従業者の職種
人数

区分
職務の内容常勤専従 常勤兼務 非常勤専従

（人） （人）

０４９－２９８－３４８６
事 業 所 番 号 １１７６２０１２１６
管 理 者 の 氏 名 阿部　依子
利 用 定 員 通所介護　1単位　20名

通所介護重要事項説明書

＜　令和８年　６月　１日現在　＞

名 称 ・ 法 人 種 別 株式会社アークリ ・営利法人
代 表 者 名 代表取締役  松井　一英

所 在 地 ・ 連 絡 先
（住  所） 埼玉県鶴ヶ島市脚折１４６８－１　
（電  話） ０４９３－８１－６４１４
（ＦＡＸ） ０４９－２３６－３１４２

事 業 所 名 みどりの郷あすか鶴ヶ島デイセンター

所 在 地 ・ 連 絡 先
（住  所） 埼玉県鶴ヶ島市脚折１４６８－１　
（電  話） ０４９－２９８－３４８５
（ＦＡＸ）

非常勤兼務
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イ　費用

　（２）　利用料等のお支払方法
　利用料等のお支払い方法については

となります。
　その他のお支払い方法についてはご相談ください。

４　事業所の特色等
　（１）　事業の目的

　（２）　運営方針
①

②

③

④

⑤

⑥

　（３）　その他

５　サービス内容に関する苦情等相談窓口

年２回以上
事業所内研修 年１２回

（当事業所相談室）
意 見 箱 （玄関に設置）

□
当事業所
お 客 様
相談窓口

窓 口 責 任 者 阿部　依子
ご 利 用 時 間 ９：００～１７：００

ご利用方法・ 電 話 ０４９－２９８－３４８５
面 接

全体研修

わたしたちは、一人ひとりに「目配り・気配り・心配り」ができる個別ケアに真正
面から取り組んでいます。
わたしたちは、住み慣れた地域社会の中で、尊厳を保ちながら「自分が自分らしく
ありのまま」に生活できるようにお手伝いします。
わたしたち職員全員が「プロの介護職員」だと自負し、より質と満足度が高いケア
を目指して取り組んでいます。
わたしたちは、「必要な時」に「必要な量」の介護サービスを「必要な地域」で提
供し、在宅生活をサポートします。
わたしたちは、誰もが安心して生活できる地域社会づくりに、草の根から貢献しま
す。

生 活 指 導
利用者の生活面での指導・援助を行います。
各種レクリエーションや健康体操等を実施します。

健 康 チ ェ ッ
ク

血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。

介助が必要な方には職員が個別対応します。

排 泄
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につ
いても適切な援助を行います。

機 能 訓 練
利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよ
う努めます。

入 浴
個人浴槽です。

口座振替・振込・現金支払

事　　項 内　　　　　容

わたしたちは、ご利用者を尊敬し、その命を守り、責任を持って介護を行ないま
す。

笑顔を絶やさず、地域とのかかわりに感謝し、失敗を恐れず、挑む心を忘れず、と
もに働く仲間と助け合い、ご利用者・ご家族の人生の一部になる重みを感じ、行動
は自信を持って、個々の感情を大切にし、あきらめることなく関わり続ける。
私たちは住み慣れた地域に絆を創造していきます。

介護保険の適用がある場合は、原則として料金表別表の通りの負担額となります。

相 談 及 び 援
助

利用者及び家族からの各種ご相談について問題解決に向けて援助いた
します。

送 迎
自宅から施設内までの送迎を行います。但し、ご希望があれば、利用
者家族が行なうことも可能です。

通所介護計画の
作成及び事後評価

当事業所の管理者が、利用者の直面している課題等を評価し、利用者
の希望を踏まえて、通所介護計画を作成します。
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面
（通所介護モニタリング表）に記載して、利用者に説明の上、交付し
ます。

従業員研修
採用時研修 採用後１ヶ月以内
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６　事故発生時における対応方法

７　緊急時等における対応方法

８　非常災害時の対策

９　高齢者虐待防止について

　（１）

　（２）虐待防止のための指針の整備
　（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施
　（４）前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

１０　身体拘束について
　（１）

　（２）

１１　サービス利用に当たっての留意事項
○ サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
○

□
鶴ヶ島市 住　　所 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１
健康長寿課　　高
齢者福祉担当

電　　話 ０４９－２７１－１１１１
ご 利 用 時 間 ８：３０～１７：１５　

□

□
坂戸市 住　　所 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
高齢者福祉課
介護保険係

電　　話 049-283-1331 内線634
ご 利 用 時 間 ８：３０～１７：００　

１ ガス漏れ探知機自動火災報知設備

施設内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用
により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。

事業者は、サービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を
行いません。但し、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や
むを得ない場合は、この限りではありません。
前項但し書きの規定に基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、事業者は、直
ちに、その日時、態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由、当該行
為が必要と判断した職員等及び当該行為を行った職員等の氏名その他必要な事項に
ついて、サービス提供記録等に記録します。

９
誘導灯

　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置
を講じます。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周
知徹底を図る

屋内消火器 １

非常時の対応 別途定める災害非常時マニュアルに則り対応を行います。

防 災 訓 練
及　　び

防 災 設 備

別途定める消防計画に則り、年２回総合訓練を行います。
設備名称 個数等 設備名称 個数等

１

埼玉県
国 保 連
相談窓口

住　　所 埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４番国保会館

電　　話 ０４８－８２４－２５６８
ご 利 用 時 間 ８：３０～１７：００

スプリンクラー 防火扉・シャッター

　サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、救急隊及び契約後に記入いただく
「緊急事態に対応するための連絡カード」に記載のある利用者の主治医、緊急事態連絡
先、介護支援専門員等へ連絡をします。

　事業者は、通所介護サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利
用者家族に連絡を行うとともに、利用者に対して応急措置、医療機関への搬送等必要な措
置を講じます。発生した事故は記録に残し、内容によっては基準に基づき、指定権者、居
宅介護支援事業所への報告を行います。

　また、賠償すべき事故が発生した場合に備え、損害保険に加入し速やかにその対応を行
います。但し、事業者に故意、過失がない場合はこの限りではありません。当該事故発生
につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。

・加入損害保険会社名： 三井住友海上あいおい損害保険
・加入損害保険名　　： 介護保険・社会福祉事業者総合保険

避難階段
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○ 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。
○ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
○ 金品の持ち込みは、ご遠慮ください。
○

１２　秘密保持等の体制及び個人情報に関する基本方針
　（１）秘密保持等の体制

①

②

③

　（２）個人情報に関する基本方針

　（３）個人情報の適切な取得・管理・利用・開示・委託
①

②
③

　（４）個人情報の安全性確保の措置
①

②

　（５）個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除・第三者提供の停止等への対応

　（６）苦情の対応

　（７）個人情報の利用目的
　事業者が利用者及び、利用者の家族の個人情報を利用する目的は以下の通りとします。

① 通所介護計画作成にあたり、ケアカンファレンス、職員会議等の実施のため
②

③ 利用の有無、利用時の様子に関する利用者の家族等への心身状況説明のため
④ 介護事故、緊急時等の対応及び報告のため
⑤ 介護保険事務（請求処理、会計処理等）
⑥ 損害賠償保険等に関わる保険会社等への相談または届出等
⑦ 行政等外部監査機関、評価機関等への情報提供
⑧ 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合

１３　反社会的勢力排除について
　（１）

　（２）事業所は、その運営について、反社会的勢力員の支配を受けません。

　事業者は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速に対応することとし
ます。

　個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得
し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用することとします。
　個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。

施設内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用
により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。

　事業者は、個人情報保護の取組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情
報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行うこと。
　個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または棄損の予防及び訂正
のため、事業所内において規則類を整備し安全対策に努めることとします。

　事業者は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削
除・第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応することとしま
す。

施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

　事業者が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報に
関連する法令等の趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個
人情報に関わる契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をすること
とします。

事業者及びその従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は、利用
者の家族の秘密を漏らしません。
事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者、又は利
用者の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
事業者は、指定居宅介護支援事業者等との連携において、利用者の個人の情報を用
いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同
意をあらかじめ文書により得ることとします。

指定居宅介護支援事業者、医療機関、介護サービス事業者、福祉事業者等との連携
（サービス担当者会議）、照会への回答のため

事業を運営する当該法人の役員及び指定通所介護事業所の管理者その他の従業者
は、反社会的勢力ではありません。

　事業者は、保有する利用者等の個人情報に関し、適正かつ適切な取扱いをするととも
に、広く社会からの信頼を得る為に以下のルール及び体制を確立し、個人情報に関連す
る法令、その他関係法令及び厚生労働省のガイダンス（以下、「個人情報に関連する法
令等」という。）を遵守し、個人情報の保護を図ります。
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１５　衛生管理について

１６　地域との連携等について

１７　その他留意事項

１８　第３者評価について
当事業所では、サービスの質の向上および運営の透明性確保を目的として、現時点では
第三者評価（※）は受審しておりません。尚、今後につきましては、ご利用者・ご家族
からのご意見や行政の指導等を踏まえ、第三者評価の受審についても検討し、サービス
の質の向上に努めてまいります。
※第三者評価とは、介護サービス事業所の運営やサービス内容について、
事業者や行政以外の第三者機関が客観的に評価を行う制度を指します。

事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛
生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
２　事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲
げる措置を講じるものとする。
（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施する。

事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及
び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

事業所は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類
する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措
置を講じるものとする。

（以下、余白。）
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